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◎最高裁判所裁判例要旨------------------------------------------------------------------1

（民事）

●業務停止の懲戒処分を受けた弁護士により当該懲戒処分に違反してされた即時抗告が補正を命ず

ることなく不適法として却下すべきものとされた事例

（令和7年(マ)第490号・令和7年12月18日 第一小法廷決定 却下）

◎記事-------.---.------------------.--------.----.---.---.--------------.-----.---------.----1

●叙位・叙勲（1月分、死亡者のみ）

●人事異動（3月4日～3月13日）

◎最高裁判所通達一----...--.-----.-----.--－-----------..-.--------．---..---.-------2

●訟廷管理官の下に置く係通達の改正について

◎最高裁判所規則･･-.-.-------------..－-----.--------------------------‐3
●不動産登記の嘱託に関する職員を指定する規則の一部を改正する規則について

●民事訴訟規則等の一部を改正する規則の一部を改正する規則について

●司法委員規則等の一部を改正する規則について
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3 記事最高裁判所裁判例要旨

民事

○業務停止の懲戒処分を受けた弁護士によ

り当該懲戒処分に違反してされた即時抗

告が補正を命ずることなく不適法として

却下すべきものとされた事例

◎叙位・叙勲（1月分、死亡者のみ）

別紙「叙位・叙勲（令和8年1月、死亡者のみ)」の

とおり

◎人事異動

定年退官

千葉地方．家庭裁判所佐倉支部長 柴崎哲夫
（3月4日）

千葉地方・家庭裁判所佐倉支部長

東京高等裁判所判事 工藤 正

（3月5日）

定年退官

大阪高等裁判所長官 菅野雅之

（3月6日）

定年退官

福岡地方裁判所長 片山昭人

（3月7日）

福岡地方裁判所長

福岡高等裁判所判事 溝國禎久

（3月8日）

大阪高等裁判所長官

東京高等裁判所判事 村田斉志

東京高等裁判所判事

長野地方・家庭裁判所長 林 俊之

長野地方・家庭裁半|｣所長

東京地方裁判所判事 朝倉佳秀

東京地方裁判所判事

東京高等裁判所判事 上村考由

事務総局家庭局付

水戸家庭・地方裁判所判事 鈴木ありさ

事務総局人事局付

千葉地方・家庭裁判所松戸支部判事補 広嶋玲哉

（以上3月9日）

司法研修所教官

東京地方裁半|｣所判事 開發礼子

（3月12日）

依願退官

富山地方・家庭裁判所高岡支部半l1事 吉田 豊

（3月13日）

l

令和7年（マ）第490号

令7．12．18－小決 却下

裁判集民272号本誌1879号

業務停止の懲戒処分を受けた弁護士が当該懲戒処分

に違反して即時抗告をした場合において、当該即時抗告

が､裁判所が当該懲戒処分を知った後にされたものであ

るときは、次の(1)～(3)など判示の事情の下においては、

当該即時抗告は、補正を命ずることなく、不適法として

却下すべきである。

(11上記即時抗告は、上記弁護士が、上記懲戒処分に違

反する意図をもってしたものである。

(2) 上記弁護士が上記懲戒処分の効力が生じた後に弁

護士として裁判所に提出した裁判を求める旨の書

面は、相当多数に上る。

(3)上記即時抗告の抗告状には､抗告人本人の上記弁護

士に対する委任状の添付はなく、抗告の理由の記載

も、事案に即した実質的な記載が乏しい。

’

Ｆ
■
■
■
■
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最 高 裁 判 所 通 達

《訟廷管理官の下に置く係通達の改正について》

下級裁判所の裁判部の組織の見直しに伴い､標記の通

達が改正されました。

この通達改正は､訟廷管理官の下に管理係を置く裁判

所を拡大したものであり、同改正に関するお知らせは

「が「訟廷管理官の下に置く係について」（依命通達）

が改正されました」に掲載のとおりです。

I

I

’
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民
事
訴
訟
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
八
年
最
高

裁
判
所
規
則
第
四
号
）
が
、
令
和
八
年
三
月
二
十
四
日
に
公
布
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
規
則
は
、
民
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
訴
え
の
提
起

の
手
数
料
等
の
納
付
方
法
と
し
て
、
国
庫
内
の
移
換
の
手
続
に
よ
り
日
本
銀
行
に
払
い
込
む

方
法
を
定
め
た
も
の
で
す
。

な
お
、
こ
の
規
則
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
。

◎
民
事
訴
訟
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
新
旧
対
照
条
文

◎
民
事
訴
訟
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
令
和
八
年
三
月
二
四
日
公
布

最
高
裁
判
所
規
則
第
四
号
）

◎
不
動
産
登
記
の
嘱
託
に
関
す
る
戦
員
を
指
定
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
令
和
八
年
三
月
二
日
公
布

最
高
裁
判
所
規
則
第
三
号
）

不
動
産
登
記
の
嘱
託
に
関
す
る
職
員
を
指
定
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和

八
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
三
号
）
が
、
令
和
八
年
三
月
二
日
に
公
布
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
規
則
は
、
本
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
。

《
民
事
訴
訟
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
に
つ
い
て
》

《
不
動
産
登
記
の
嘱
託
に
関
す
る
職
員
を
指
定
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
に
つ
い

て
》 最

（
規
則
本
文
は
省
略
。
条
文
に
代
え
て
、
新
旧
対
照
条
文
を
掲
載
。
）

新
旧
対
照
条
文
Ⅱ
別
添
２
の
と
お
り

規
則
Ⅱ
別
添
１
の
と
お
り

高

裁
判

所
規

則

司
法
委
員
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
八
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
五
号
）

が
、
令
和
八
年
三
月
二
十
四
日
に
公
布
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
規
則
は
、
民
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
よ
り
、
証
人
等
に

対
す
る
旅
費
等
の
額
を
裁
判
所
書
記
官
が
定
め
る
こ
と
と
な
る
こ
と
に
伴
い
、
司
法
委
員

等
に
対
す
る
日
当
等
の
額
に
つ
い
て
も
裁
判
所
書
記
官
が
定
め
る
こ
と
と
す
る
も
の
で

す
。な
お
、
こ
の
規
則
は
令
和
八
年
五
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
。

◎
司
法
委
員
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
令
和
八
年
三
月
二
四
日
公
布

最
高
裁
判
所
規
則
第
五
号
）

◎
司
法
委
員
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
新
旧
対
照
条
文

《
司
法
委
員
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
に
つ
い
て
》

（
規
則
本
文
は
省
略
。
条
文
に
代
え
て
、
新
旧
対
照
条
文
を
掲
載
。
）

新
旧
対
照
条
文
Ⅱ
別
添
３
の
と
お
り

3



(別紙）

叙 位 ・ 叙 勲（令和8年1月、死亡者のみ）

階
等

位
勲氏 名 発令日職 名

従五位

旭小

片 桐 章 典元日本弁護士連合会常務理事 1．6

従三位

宮 良 允 通元福岡高等裁判所判事 1．11

鈍
緬岡 田 勇元札幌地方裁判所室蘭支部庶務課長兼主任書記官 1．23
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ロ万
令
和
八
年
三
月
二
日

別添1

◎
最
高
裁
判
所
規
則
第
三
号

不
動
産
登
記
の
嘱
託
に
関
す
る
職
員
を
指
定
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ

傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る

最
高

裁
判

所

不
動
産
登
記
の
嘱
託
に
関
す
る
職
員
を
指
定
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

不
動
産
登
記
の
嘱
託
に
関
す
る
職
員
を
指
定
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
十
九
号
）

に
改
正
す
る

に
つ
い
て
不
動
産
登
記
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
三
百
七

十
九
号
）
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
登
記
の
嘱
託
を
す

る
職
員
と
し
て
、

次
の
者
を
指
定
す
る
。

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
経
理
局
長

高
等
裁
判
所
事
務
局
長

地
方
裁
判
所
長
（
家
庭
裁
判
所
の
国
有
財
産
事
務
分
掌

家
庭
裁
判
所
長
（
地
淵
副
鋼
判
所
長
が
国
有
財
産
事
務
分

掌
者
と
さ
れ
て
い
る
家
庭
裁
判
所
の
家
庭
裁
判
所
長
を

除
く
。
）

務
の
一
部
を
分
掌
す
る
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

者
（
国
有
財
産
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
七
十
三
号

不
動
産
に
関
す
る
最
高
裁
判
所
の
所
管
に
属
す
る
権
利

一

不
動
産
に
関
す
る
最
高
裁
判
所
の
所
管
に
属
す
る
権
利

と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
含
む
．
）

）
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
有
財
産
に
関
す
る
事

改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の

改
正
後

に
つ
い
て
不
動
産
登
記
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
三
百
七

十
九
号
）
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
登
記
の
嘱
託
を
す

る
職
員
と
し
て
、
次
の
者
を
指
定
す
る
。

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
経
理
局
長

高
等
裁
判
所
事
務
局
長

地
方
裁
判
所
長

、
山
口
、
岡
山
、
鳥
取
、
松
江
、
福
岡
、
佐
賀
、
大
分

、
鹿
児
島
、
宮
崎
、
那
覇
、
山
形
、
盛
岡
、
秋
田
、
青

森
、
函
館
、
旭
川
、
釧
路
、
徳
島
及
び
高
知
の
家
庭
裁

判
所
の
家
庭
裁
判
所
長
を
除
く
。
）

家
庭
裁
判
所
長

（

大
津
、
和
歌
山
、
津
、
岐
阜
、
福
井
、
金
沢
、
富
山

和
三
月
、
前
橋
、
甲
府
、
長
野
、
奈
良

改
正
前

三 の
一
部
を
次
の
よ

附
則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

最
高

裁
判

所
‐
長

官
今

崎
幸

彦

三
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民
事
訴
訟
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
新
旧
対
照
条
文

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

〔
注
］
改
正
前
欄
の
規
定
は
、
民
事
訴
訟
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
六
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
十
四
号
）
に
よ

る
改
正
後
の
民
事
訴
訟
費
用
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
五
号
）
の
規
定
、
改
正
後
欄
の
規
定
は

、
本
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
民
事
訴
訟
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
民
事
訴
訟
費
用
等
に
関
す
る
規
則

の
規
定
で
あ
る

第
四
条
の
二

法
第
八
条
第
一

む
方
法

２
～
←
、

（
略
）

６
－
回
の
手
数
料
の
納
付
は
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
方

法
に
よ
り
す
る
も
の
と
第
二
項
の
方
法
に
よ
り
す
る
も
の

と
に
分
割
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
現
金
を
も
っ
て
す
る
手
数
料
以
外
の
費
用
の
予
納
）

第
五
条
の
二

特
定
申
立
て
に
係
る
手
続
に
お
い
て
、
法
第

十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る

二’ －’

ず
れ
か
の
方
法
に
よ
ら

料
を
現
金
を
も
っ
て
納
め
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
い

（
特
定
申
立
て
の
手
数
料
の
納
付
等
）

樹

鯛
に
お
い
て
得
ら
れ
た
納
付
情
報
に
よ
り
納
付
す
る
方

法
第
八
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
関
す
る
手

国
庫
内
の
移
換
の
手
続
に
よ
り
日
本
銀
行
に
払
い
込

な
け
れ
ば

改
正
後項
本
文
の
規
定
に
よ
り
手
数

な
ら
な
い
。

（
特
定
申
立
て
の
手
数
料
の
納
付
等
）

第
四
条
の
二

法
第
八
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
手
数

料
を
現
金
を
も
っ
て
納
め
る
場
合
に
は
、
同
項
各
号
に
褐

第
五
条
の
二

特
定
申
立
て
に
係
る
手
続
に
お
い
て
、
法
第

十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る

２
～
５

（
同
上
）

６
－
回
の
手
数
料
の
納
付
は
、
第
一
項
の
方
法
に
よ
り
す

る
も
の
と
第
二
項
の
方
法
に
よ
り
す
る
も
の
と
に
分
割
し

て
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
現
金
を
も
っ
て
す
る
手
数
料
以
外
の
費
用
の
予
納
）

げ
る
も
の
に
関
す
る
手
続
に
お
い
て
得
ら
れ
た
納
付
情
報

に
よ
り
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
新
設
）

（
新
設
）

改
正
前

二

数
料
の
納
付
等
）

第
二
十
三
条

法
附
則
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
手
数
料
を

現
金
を
も
っ
て
納
め
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ

か
の
方
法
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3 2

む
方
法

２
（
略
）

二’
一

当
該
手
続
に
お
い
て
得
ら
れ
た
納
付
情
報
に
よ
り
納

．
付
す
る
方
法

二
国
庫
内
の
移
換
の
手
続
に
よ
り
日
本
銀
行
に
払
い
込

劃
割
引
周

（
略
）

一
回
の
予
納
は
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り

す
る
も
の
と
前
項
の
方
法
に
よ
り
す
る
も
の
と
に
分
割
し

て
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
・

附
則

（
現
金
を
も
っ
て
す
る
特
例
執
行
文
付
与
申
立
事
件
の
手

ず
れ
か
の
方
法
に
よ
ら
な
け
れ
ば

予
納
を
現
金
を
も
一

て
得
ら
れ
た
紬
付
情
報
に
よ
り
紬
付
す
る
方
法

国
庫
内
の
移
換
の
手
続
に
よ
り
日
本
銀
行
に
払
い
込

特例
執
行
文
付
与
申
立
事
件
に
関
す
る
手
続
に
お

て
す
る
場
合
に
は
に
は
、
次
に
掲
げ
る
い

な
ら
な
い
。

数
料
の
納
付
等
）

ノ

第
二
十
三
条

法
附
則
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
手
数
料
を

現
金
を
も
っ
て
納
め
る
場
合
に
は
、
樹
馴
『
割
行
文
付
与
申

２
（
同
上
）

２
（
同
上
）

３

－

回
の
予
納
は
、
第
一
項
の
方
法
に
よ
り
す
る
も
の
と

前
項
の
方
法
に
よ
り
す
る
も
の
と
に
分
割
し
て
行
う
こ
と

が
で
き
な
い
。

附
則

（
現
金
を
も
っ
て
す
る
特
例
執
行
文
付
与
申
立
事
件
の
手

よ
り
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
新
設
）

立
事
件
に
関
す
る
手
続
に
お
い
て
得
ら
れ
た
納
付
情
報
に

な
い
。

（
新
設
）

予
納
を
現
金
を
も
っ
て
す
る
場
合
に
は
、
当
該
手
続
に
お

い
て
得
ら
れ
た
紘
付
情
報
に
よ
り
納
付
し
な
け
れ
ば

（
新
設
）

（
新
設
）

皿 三

な
ら
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2 第
一

第
七
条

２
日
当
の
額
は

｜’
参
与
員
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
十
三
号
）
（
第
二
条
関
係
）

一

司
法
委
員
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
二
十
九
号
）

（
第
一
条
関
係
）

一 一

条
（
略
）

日
当
の
額
は
、
｜
日
当
た
り
一
万
八
百
円
以
内
に
お
い

、
裁
判
所
書
記
官
が
定
め
る
。

裁
判
所
書
記
官
が
定
め
る

司
法
委
員
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
新
旧
対
照
条
文

戸 ～

略
一

一
日
当
た
り
一
万
八
百
円
以
内
に
お
い

|”新

第
六
条

（
同
上
）

２
日
当
の
額
は
、
一
日
当
た
り
一
万
八
百
円
以
内
に
お
い

て
、
鋼
刎
到
珈
が
定
め
る
。

第
七
条

（
同
上
）

２
日
当
の
額
は
、
一
日
当
た
り
一
万
八
百
円
以
内
に
お
い

て
、
劃
判
型
則
が
定
め
る
。

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

|日 I員

二

第
二
条

（
略
）

２
鉄
道
賃
及
び
船
賃
は
旅
行
区
間
の
路
程
に
応
ず
る
旅
客

運
賃
（
は
し
け
賃
及
び
さ
ん
橋
賃
を
含
む
も
の
と
し
、

運

賃
の
等
級
を
二
階
級
に
区
分
す
る
線
路
に
よ
る
旅
行
の
場

合
に
は
上
級
の
運
賃
、
運
賃
に
等
級
を
設
け
る
船
舶
に
よ

る
旅
行
の
場
合
に
は
裁
判
所
書
記
官
が
相
当
と
認
め
る
等

級
の
運
賃
）
、
急
行
料
金
（
特
別
急
行
列
車
を
運
行
す
る

線
路
の
あ
る
区
間
の
旅
行
で
片
道
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上

の
も
の
に
は
特
別
急
行
料
金
、
普
通
急
行
列
車
又
は
準
急

三
人
身
保
護
法
に
よ
る
国
選
代
理
人
の
旅
費
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
二
十
三
号
）
（
第
三

条
関
係
）

行
列
車
を
運
行
す
る
線
路
の
あ
る
区
間
の
旅
行
で
片
道
五

十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に
は
普
通
急
行
料
金
又
は

準
急
行
料
金
）
並
び
に
特
別
車
両
料
金
及
び
特
別
船
室
料

金
並
び
に
座
席
指
定
料
金
（
座
席
指
定
料
金
を
徴
す
る
普

通
急
行
列
車
を
運
行
す
る
線
路
の
あ
る
区
間
の
旅
行
で
片

道
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
又
は
座
席
指
定
料
金
を

徴
す
る
船
舶
を
運
行
す
る
航
路
の
あ
る
区
間
の
旅
行
の
場

合
の
座
席
指
定
料
金
に
限
る
。
）

に
よ
っ
て
、
路
程
賃
は

一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
三
十
七
円

（
天
災
そ
の
他
や
む

を
得
な
い
事
情
に
よ
り
こ
の
額
の
範
囲
内
の
路
程
賃
で
旅

行
の
実
費
を
支
弁
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
実

費
額
）
の
範
囲
内
に
お
い
て
裁
判
所
書
記
官
が
定
め
る
額

に
よ
っ
て
、
航
空
賃
は
現
に
支
払
っ
た
旅
客
運
賃
に
よ
つ

新

第
二
条

（
同
上
）

２
鉄
道
賃
及
び
船
賃
は
旅
行
区
間
の
路
程
に
応
ず
る
旅
客

運
賃
（
は
し
け
賃
及
び
さ
ん
橘
賃
を
含
む
も
の
と
し
、
運

賃
の
等
級
を
二
階
級
に
区
分
す
る
線
路
に
よ
る
旅
行
の
場

合
に
は
上
級
の
運
賃
、
運
賃
に
等
級
を
設
け
る
船
舶
に
よ

る
旅
行
の
場
合
に
は
剃
釧
判
列
が
相
当
と
認
め
る
等
級
の
運

賃
）
、
急
行
料
金
（
特
別
急
行
列
車
を
運
行
す
る
線
路
の

あ
る
区
間
の
旅
行
で
片
道
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

に
は
特
別
急
行
料
金
、
普
通
急
行
列
車
又
は
準
急
行
列
車

を
運
行
す
る
線
路
の
あ
る
区
間
の
旅
行
で
片
道
五
十
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に
は
普
通
急
行
料
金
又
は
準
急
行

料
金
）
並
び
に
特
別
車
両
料
金
及
び
特
別
船
室
料
金
並
び

に
座
席
指
定
料
金
（
座
席
指
定
料
金
を
徴
す
る
普
通
急
行

列
車
を
運
行
す
る
線
路
の
あ
る
区
間
の
旅
行
で
片
道
百
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
又
は
座
席
指
定
料
金
を
徴
す
る

船
舶
を
運
行
す
る
航
路
の
あ
る
区
間
の
旅
行
の
場
合
の
座

席
指
定
料
金
に
限
る
。
）

に
よ
っ
て
、
路
程
賃
は
一
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
に
つ
き
三
十
七
円
（
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な

い
事
情
に
よ
り
こ
の
額
の
範
囲
内
の
路
程
賃
で
旅
行
の
実

費
を
支
弁
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
実
費
額
）

の
範
囲
内
に
お
い
て
劉
馴
劃
珈
が
定
め
る
額
に
よ
っ
て
、
航

空
賃
は
現
に
支
払
っ
た
旅
客
運
賃
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ

旧

三
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て
、
そ
れ
ぞ
れ
算
定
す
る
。
た
だ
し
、
路
程
賃
の
算
定
に

つ
い
て
は
、
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
端
数
は
、
切
り
捨

て
る
・

第
三
条

（
略
）

２
日
当
の
額
は
、
｜
日
当
た
り
八
千
五
十
円
以
内
に
お
い

て
、
裁
判
所
書
記
官
が
定
め
る
。

第
四
条

（
略
）

２
宿
泊
料
の
額
は
、
一
夜
当
た
り
、
一
般
職
の
職
員
の
給

与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）

第
六
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
行
政
職
俸
給
表

（

一
）
に
よ
る
職
務
の
級
が
七
級
で
あ
る
者
に
つ
い
て
国
家

公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

第
百
十
四
号
）
及
び
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法

て
、
裁
判
所
書
記
官
が
定
め
る
・

附
則

１
（
略
）

２
鉄
道
賃
及
び
船
賃
に
関
す
る
第
二
条
第
二
項
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、

当
分
の
間
、
同
項
中
「
上
級
の
運
賃

一
と
あ
る
の
は
「
裁
判
所
書
記
蜀
司
が
相
当
と
認
め
る
等
級

の
運
賃
」
と
、
「
特
別
車
両
料
金
及
び
特
別
船
室
料
金
」

と
あ
る
の
は
「
裁
判
所
書
記
官
が
支
給
を
相
当
と
認
め
る

特
別
車
両
料
金
及
び
特
別
船
室
料
金
一
と
す
る
。

律
施
行
令
（
令
和
六
年
政
令
第
三
百
六
号
）
第
九
条
本
文

の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
宿
泊
費
の
額
の
範
囲
内
に
お
い

第
三
条

（
同
上
）

２
日
当
の
額
は
、
｜
日
当
た
り
八
千
五
十
円
以
内
に
お
い

て
、
裁
判
所
が
定
め
る
・

第
四
条

（
同
上
）

２
宿
泊
料
の
額
は
、
一
夜
当
た
り
、
一
般
職
の
職
員
の
給

与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）

第
六
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
行
政
職
俸
給
表

（

一
）
に
よ
る
職
務
の
級
が
七
級
で
あ
る
者
に
つ
い
て
国
家

公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

第
百
十
四
号
）
及
び
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法

附
則

１
（
同
上
）

２
鉄
道
賃
及
び
船
賃
に
関
す
る
第
二
条
第
二
項
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
項
中
「
上
級
の
運
賃

一
と
あ
る
の
は
「
鋼
釧
判
町
が
相
当
と
認
め
る
等
級
の
運
賃

」
と
、

「
特
別
車
両
料
金
及
び
特
別
船
室
料
金
」
と
あ
る

の
は
「
劃
釧
判
別
が
支
給
を
相
当
と
認
め
る
特
別
車
両
料
金

及
び
特
別
船
室
料
金
一
と
す
る
。

算
定
す
る
。
た
だ
し
、
路
程
賃
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
一

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
端
数
は
、
切
り
捨
て
る
。

律
施
行
令
（
令
和
六
年
政
令
第
三
百
六
号
）
第
九
条
本
文

の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
宿
泊
費
の
額
の
範
囲
内
に
お
い

て
、
裁
判
所
が
定
め
る
。

五六

（
日
当
の
支
給
基
準
及
び
額
）

第
七
条

（
略
）

２
日
当
の
額
は
、
｜
日
当
た
り
六
千
三
百
十
円
以
内
に
お

い
て
、
裁
判
所
書
記
官
が
定
め
る
。

四
鑑
定
委
員
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
四
号
）
（
第
四
条
関
係
）

新

（
日
当
の
支
給
基
準
及
び
額
）

第
七
条

（
同
上
）

２
日
当
の
額
は
、
｜
日
当
た
り
六
千
三
百
十
円
以
内
に
お

い
て
、
剃
剖
判
洲
が
定
め
る
。

|日

七


